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「グループホーム偕楽園」 

重要事項説明書 

 

１ 事業の目的及び運営方針 

（１）事業の目的 

本事業は、認知症があって要介護又は要支援の状態にある者（著しい精神症状や著

しい行動異常がある者、急性期状態にある者を除く。）に対して、共同生活住居にお

いて、食事、入浴、排泄等の日常生活の援助及び日常生活の中で心身の機能訓練を行

うことにより、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むこ

とができるよう支援することを目的とします。 

（２）運営方針 

ア 本事業所は、（１）の事業の目的達成のため、地域や家庭との結びつきを重視した

運営を行い、保健医療・福祉関係者や行政機関等との密接な連携に努めます。 

イ 本事業所は、明るく家庭的な雰囲気及び健全な環境の下での生活を確保するため、

利用者の人格を尊重し、従業者との信頼関係を基調とする適切な処遇について、不断

の努力を行います。 

ウ 自ら提供するサービスの質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を

受け、それらの結果を公表し、常にその改善を図ります。 

 

２ 事業者・事業所の概要 

（１）事業者（法人） 

法人名 社会福祉法人 亀鶴会 

法人所在地 大分県別府市南荘園町 4番 38号 

代表者氏名 理事長  三浦 広爲 

設立年月日 平成１８年 １２月 ２６日 

連絡先 電話番号 ０９７７―２２―２５１５ 

FAX番号 ０９７７―２２―２５１６ 

他の介護保険関連

事業 

特別養護老人ホーム偕楽園  

老人短期入所施設偕楽園 

居宅介護支援事業所偕楽園 

ヘルパーステーション偕楽園 

２４時間いつでもコール偕楽園 

訪問看護ステーション偕楽園 

看護小規模多機能型居宅介護偕楽園 

住宅型有料老人ホーム エクラシア偕楽園 

 



（２）事業所 

事業所の名称 グループホーム偕楽園 

事業所の所在地 大分県別府市南荘園町 4番 32号 

提供するサービス 介護予防認知症対応型共同生活介護 

認知症対応型共同生活介護 

開設年月日 平成２４年 ４月 １日 

事業所番号 ４４９０２００１２０ 

交通の便 亀の井バス 中津留バス停留所より徒歩１０分 

管理者氏名 【２階】伊藤 由貴   【３階】橋内 智和 

連絡先 電話番号 ０９７７―２２―５５５３     

FAX番号 ０９７７―２２―５５５４   

計画作成担当者 【２階】姫野 さとみ  【３階】舩底 純子 

ユニット数・定員 ２ユニット  １８名（１ユニットにつき９名） 

（３）事業所の設備 

居室の概要 １８室 （全室個室、トイレ・洗面台・ベッド及び寝具付） 

共用施設の概要 各ユニットに  

台所１ 食堂兼リビング１ トイレ３ 洗面コーナー２ 

浴室１（天然温泉）  機械浴室１（２階のみ）        

洗濯設備 

エレベーター１基 

建物の概要 構造 鉄筋コンクリート造４階建（４階は屋上） 

防犯防災設備・避難

設備等の概要 

非常出口誘導灯 消火器 自動火災警報装置 スプリンクラー  

屋外避難階段 

損害賠償責任保険     

加入先 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

 

３ 職員の配置状況及び勤務体制（主たる職員） 

（１）職員の配置状況 

職員の職種 員数 

管理者 １名 

計画作成担当者 ２名 

介護職員 １０名以上 

 

 

 



（２）勤務体制 

職種 勤務体制 

介護職員 ７：００～１３：３０ 

７：００～１６：００ 

８：３０～１７：３０ 

９：００～１８：００ 

９：００～１５：３０ 

 １０：００～１９：００ 

１０：３０～１９：３０ 

１６：３０～翌９：３０ 

看護職員 ８：００～１７：００ 

 

４ サービスの内容 

① ケアプラン（介護計画）の作成  ② 食事、入浴、排泄、着替え等の介助 

③ 日常生活上の支援 ④ 日常生活の中での機能訓練 ⑤ 生活相談、健康相談 

⑥ レクリエーション ⑦ 看取り介護 等 

 

５ 利用料 

（１）サービスの利用料  

【１割負担の場合】 

介護度 １日当たりの介護費 １ヶ月当たりの介護費 

要支援２ ７４９円 ２２，４７０円 

要介護１ ７５３円 ２２，５９０円 

要介護２ ７８８円 ２３，６４０円 

要介護３ ８１２円 ２４，３６０円 

要介護４ ８２８円 ２４，８４０円 

要介護５ ８４５円 ２５，３５０円 

 

【２割負担の場合】 

介護度 １日当たりの介護費 １ヶ月当たりの介護費 

要支援２ １,４９８円 ４４，９４０円 

要介護１ １,５０６円 ４５，１８０円 

要介護２ １,５７６円 ４７，２８０円 

要介護３ １,６２４円 ４８，７２０円 



要介護４ １,６５６円 ４９，６８０円 

要介護５ １,６９０円 ５０，７００円 

 

【３割負担の場合】 

介護度 １日当たりの介護費 １ヶ月当たりの介護費 

要支援２ ２,２４７円 ６７,４１０円 

要介護１ ２,２５９円 ６７,７７０円 

要介護２ ２,３６４円 ７０,９２０円 

要介護３ ２,４３６円 ７３,０８０円 

要介護４ ２,４８４円 ７４,５２０円 

要介護５ ２,５３５円 ７６,０５０円 

※「１ヶ月当たり」の欄は、１ヶ月を３０日で計算しています。 

  ※その他の料金として、当事業所が厚生労働大臣の定める一定の基準を満たすことから、

以下が加算されます。 

 

《常時発生する加算について》 

加算名 加算の内容 １割負担の場合 

医療連携体制加算Ⅰ（ロ） 

要支援者除く 

事業所の職員として、看護師を常勤換

算で１名以上配置している 

１日につき 

４７円 

サービス提供体制強化加算

（Ⅱ） 

介護職員の総数に占める介護福祉士資

格者が６０％以上の場合 

１日につき 

１８円 

口腔衛生管理体制加算 

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた

歯科衛生士が、介護職員に対する口腔

ケアに係る技術的助言及び指導を月１

回以上行っている場合 

１月につき 

３０円 

栄養管理体制加算 

管理栄養士（外部含む）が職員に対

する栄養ケアに係る技術的助言及び

指導を月１回以上行った場合。 

１月につき 

３０円 

介護職員等処遇改善加算

（Ⅰ） 

基本サービス費に各種加算・減算を加

えた総単位数（所定単位数） 

所定単位数の 

１８．６％ 

 

 

 

 



《条件により加算されるもの》 

初期加算 入居から３０日間又、３０日を超える入院

の後、施設へ戻られた場合 

１日につき 

３０円 

入院時費用 入居者が入院された場合、所定単位数に変

えて算定。但し、入院の初日及び最終日は

除きます。（月に６日を限度） 

１日につき 

２４６円 

口腔・栄養スクリーニング

加算 

入居時また、利用中６月ごとに入居者の栄

養状態について職員が確認を行い、その 

情報を担当する介護支援専門員に提供し

た場合 

１回あたり 

２０円 

退居時相談援助加算 入居から１月を超える入居者が退居した

場合に退居後のサービス等の相談援助を

行った場合。退居後２週間以内に情報提供

を行った場合。 

１回につき 

４００円 

退居時情報提供加算（Ⅱ） 医療機関へ退居する場合に医療機関に対

して情報提供をした場合 

１回につき 

２５０円 

若年性認知症利用者受入

加算 

若年性認知症の利用者に対して特性やニ

ーズに応じたサービスを行った場合 

１日につき 

１２０円 

看取り介護加算  

（１）死亡日以前３１日以上４５日以下 

（２）死亡日以前４日以上３０日以下 

（３）死亡日の前日及び前々日               

（４）死亡日 

１日あたり 

７２円 

１４４円  

６８０円 

１，２８０円 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） 日常生活自立度Ⅲ以上の利用者が全体の

50％以上。認知症介護実践リーダー研修の

修了者を必要人数配置している場合 

１日あたり 

３円 

認知症専門ケア加算（Ⅱ） （Ⅰ）の条件を満たし、事業所全体に対し

て認知症ケアの指導を実施。介護、看護職

員事の認知症に関する研修計画を作成し、

実施または実施予定の場合 

１日あたり 

４円 

科学的介護推進体制加算 入居者毎の ADL値、栄養状態、口腔機能、

認知症の状況、心身の状況等に係る基本的

な情報を厚生労働省に提出し、また、サー

ビスの提供に当たって上記の情報その他

サービスを適切かつ有効に提供するため

に必要な情報を活用している場合 

１月につき 

４０円 



（２）入居利用料（１ヶ月当たり） 

名 目 利用料 

室料 ４０，５００円 

食材費 ５１，０００円 

管理共益費 ２３，４００円 

預り金管理費 ５００円 

日用品 実費 

オムツ代 別表の通り 

理美容代 実費 

居室電気料 実費 

※食材費は、当日の食事回数に関わらず、一日分をお支払いいただきます。 

※管理共益費には、共用部の水光熱費、清掃委託費、温泉設備管理費等が含まれます。 

※月の途中の入退居の場合、室料及び管理共益費は日割りとし、食材費は提供分となり

ます。 

※その他、利用者の希望による特別なサービスの提供は実費とさせていただきます。 

※預り金管理費は、小口や通帳等の貴重品をお預かりさせていただいた場合に徴収させ

ていただきます。お預かりした預り金から各種必要物品等の購入代行、医療機関への

支払い等を実施し、毎月利用料請求書とともに出納簿及び領収証を送付させていただ

きます。 

 

（３）入居時預り金 

  グループホーム入居時に、敷金として室料の３ヶ月分（１２１，５００円）を別途

お支払いいただき、退居時に、居室の原状回復費及び延滞料金がある場合に清算し、

残金は返還させていただきます。 

 

６ 支払方法 

翌月１０日までに前月のグループホーム利用料請求書を作成し、それに基づいて請求

させていただきますので、当月２０日までに以下のいずれかの方法でお支払いください。 

A 指定口座へ振込み 

  [指定口座] 大分銀行 別府支店  普通 ６０００９５６ 

  [口座名義] 社会法人亀鶴会 理事長 三浦広爲 

※振込み時に、振込み手数料が必要となります。 

B 利用者が指定する金融機関口座から自動引落とし 

  利  利   利用した翌月の２０日（金融機関休日の場合は翌営業日）に引き落とされます。 

               ※事前に自動引落し手続きをしていただきます。                



 

７ 協力医療機関 

原嶋内科医院 

医療法人慈愛会 向井病院 

医療法人社団恒和会 友岡歯科医院 

 

８ 緊急時の体制 

  利用者の心身の状態に異変その他緊急事態が発生した場合には、ご家族等あらかじめ

届けられた緊急連絡先に連絡するとともに、主治医、協力機関と連携をとり、適切な対

応を図ります。 

 

９ 非常災害対策 

  非常災害が発生した場合は、従業者は利用者の避難誘導等適切な措置を講じます。ま

た、管理者は日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認

し、災害時には避難等の指揮をとります。 

  非常災害に備え、定期的に地域の協力機関等と連携し、避難訓練等を実施します。 

 

１０ 苦情受付窓口担当者 

苦情又はご意見・ご要望等、お気軽に担当者までご相談ください。 

苦情受付窓口（担当者） 

【２階】計画作成担当者      【３階】計画作成担当者  

以下の公的機関でも、サービス等に関わる苦情を受け付けます。 

別府市介護保険担当課 所在地 別府市上野口町１番１５号 

電 話 ０９７７－２１－１１１１ 

受付時間 ９：００～１７：００ 

大分県国民健康保険団体連合会 所在地 大分市大手町２丁目３番１２号 

電 話 ０９７－５３４－８４７０ 

受付時間 ９：００～１７：００ 

大分県社会福祉協議会 所在地 大分市大津町２丁目１番４１号 

電 話 ０９７－５５８－０３００ 

受付時間 ９：００～１７：００ 

 

１１ 重度化した場合における対応及び看取りの体制 

  別紙の「重度化した場合における対応及び看取りに関する指針」等をもって説明させ

ていただきます。 

 



【契約に関わる重要事項の説明確認欄】 

 

令和  年  月  日 

 

グループホームの利用に当たり、利用契約書及び本書面に基づいて、重要事項及び「看

取り指針」等の説明を行いました。 

 

事業者      所在地  大分県別府市南荘園町 4番 38号 

       名 称  社会福祉法人 亀鶴会 

  事業所      所在地  大分県別府市南荘園町 4番 32号 

           名 称  グループホーム偕楽園 

           管理者  伊藤 由貴 

橋内 智和              印 

 

         説明者職名   

         説明者氏名                     印 

                                  

私は、契約書及び本書面に基づいて、事業者から重要事項及び「看取り指針」等の説明

を受け、同意しました。 

 

利用者       住所 

            氏名                     印 

 

 

代理人       住所 

 （選任した場合）   氏名                     印 

                        （続柄        ） 

 

  身元引受人     住所 

            氏名                     印 

                        （続柄        ） 

 

 

 

 

 


